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【誤訳訂正書】
【提出日】令和3年3月9日(2021.3.9)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００３】
　本発明者は、驚くべきことに、低粘度ポリアルファオレフィン基油とカルシウム増ちょ
う剤との組み合わせが、シール－金属接触面において、特に低い摩擦を発生させるグリー
スを提供することができるということを見出した。したがって、本発明は、１００℃で１
～５ｍｍ２／ｓの動粘度を有するポリアルファオレフィンである第１の基油成分を４０～
９０重量％含むグリース組成物であって、重量パーセンテージが、該グリース組成物の重
量に基づき、カルシウムのＣ１３－Ｃ２１脂肪酸塩である増ちょう剤を含む、グリース組
成物を提供する。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００４】
　さらなる態様において、本発明は、シール軸受内のシール－金属接触面におけるグリー
ス組成物の使用であって、該グリース組成物が、基油と、増ちょう剤と、を含み、該基油
が、１００℃で１～５ｍｍ２／ｓの動粘度を有するポリアルファオレフィンである第１の
基油を４０～９０重量％含み、重量パーセンテージが、該グリース組成物の重量に基づき
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、カルシウムのＣ１３－Ｃ２１脂肪酸塩である増ちょう剤を含む、グリース組成物の使用
を提供する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００５】
　グリース組成物は、１００℃で１～５ｍｍ２／ｓの動粘度を有するポリアルファオレフ
ィンである第１の基油成分を４０～９０重量％含む。グリース組成物は、さらなる基油を
含み得るが、好ましくは、第１の基油成分は、全基油の少なくとも５０重量％、及び好ま
しくは少なくとも８０重量％（グリース組成物中の基油の総重量に基づく）を構成する。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
　グリース組成物中の増ちょう剤は、カルシウムのＣ１３－Ｃ２１脂肪酸塩であり、好ま
しくは、カルシウムの水素化ひまし油脂肪酸塩である。増ちょう剤の量は、グリース組成
物の重量に基づき、好ましくは２～１８重量％、より好ましくは２～１４重量％である。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　全ての製剤を、以下の表１に要約し、量は、製剤の総重量に基づく重量％として示され
る。
【表１】
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